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ら
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こ
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紛
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に
対
す
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の
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別
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弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
現
在
起
こ
っ
て
い
る
ま
た
は
こ
れ
か
ら
起
こ
る
武
力
紛
争
に
対
す
る
政
府
の
戦
争
、
戦

没
者
、
戦
死
者
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

国
際
連
合
憲
章
（
昭
和
三
十
一
年
条
約
第
二
十
六
号
。
以
下
「
国
連
憲
章
」
と
い
う
。
）
第
二
条
�
は
、
「
す
べ
て
の
加

盟
国
は
、
そ
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
を
、
い
か
な
る
国
の
領
土
保
全
又
は
政
治
的
独

立
に
対
す
る
も
の
も
、
ま
た
、
国
際
連
合
の
目
的
と
両
立
し
な
い
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
規
定
し
て
お
り
、
国
連
憲
章
の
下
で
は
、
武
力
の
行
使
は
、
自
衛
権
の
行
使
に
当
た
る
場
合
や
国
際
連
合
安
全
保

障
理
事
会
に
よ
る
所
要
の
決
定
が
あ
る
場
合
等
国
連
憲
章
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
禁
止
さ
れ
て
い
る
。こ
の
結
果
、

戦
争
が
政
策
遂
行
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
お
け
る
伝
統
的
な
意
味
で
の
戦
争
と
い
う
も
の
は
認
め

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

国
連
憲
章
の
下
に
お
い
て
も
、
現
実
の
問
題
と
し
て
国
際
的
な
武
力
紛
争
が
発
生
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
お
尋
ね
の

「
戦
争
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
義
が
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
り
得
る
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は

一



困
難
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
に
お
い
て
は
あ
え
て
「
戦
争
」
と
の
用
語
を
用
い
る
国
際
法
上
の
必
要
性
は
失
わ
れ

て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
戦
死
者
、
戦
没
者
」
と
の
用
語
に
つ
い
て
確
立
さ
れ
た
定
義
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
自
衛
隊
員

が
公
務
上
死
亡
し
た
場
合
、
当
該
自
衛
隊
員
は
、
公
務
上
の
災
害
を
受
け
た
職
員
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
防
衛
省
の
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

二


